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第五次レ ッ ド リ ス ト について（ 概要）  

 

１  調査体制 

  愛知県では、 2020 年度に「 愛知県絶滅危惧種等調査検討会」 を設置し 、 絶滅危惧種等に

ついての情報収集、 整理、 評価方法等について検討を行ってき ま し た。  

愛知県絶滅危惧種等調査検討会 委員名簿（ 敬称略）  

専門分野 委 員 備考 

維管束植物 芹沢
せり ざわ

 俊 介
し ゅ んすけ

（ 愛知教育大学教育学部名誉教授）  委員長 

瀧
た き

崎
ざ き

 吉
よ し

伸
の ぶ

（ 元豊橋市立中学校教諭）   

哺乳類 子安
こ や す

 和弘
かずひろ

（ 愛知学院大学歯学部講師）   

鳥類 高橋
たかはし

 伸夫
の ぶ お

（ 愛知県野鳥保護連絡協議会議長）   

両生類・ 爬虫類 島田
し ま だ

 知彦
と も ひこ

（ 愛知教育大学教育学部准教授）   

魚類 谷口
たにぐ ち

 義則
よ し のり

（ 名城大学人間学部教授）   

昆虫類 戸
と

田
だ

 尚
な お

希
き

（ 名城大学農学部昆虫学研究室研究員）   

貝類 木村
き む ら

 昭 一
し ょ う いち

（ 日本貝類学会評議員）   

  ※セン類、 タ イ 類及びク モ類の委員は 2023 年度から 不在。  

２  第五次レ ッ ド リ ス ト の概要 

（ １ ） 植物 

  第五次レ ッ ド リ ス ト に掲載さ れた植物の種数は、 表 1 のと おり です。  

  第五次レ ッ ド リ ス ト では、 絶滅のおそれのある 種（ 絶滅危惧Ⅰ類及びⅡ類） の数は 556

種であり 、 その内訳は、 維管束植物（ 種子植物・ シダ植物） が 496 種、 コ ケ植物（ セン

類・ タ イ 類） が 60 種と なっていま す。 ま た、 現時点での絶滅危険度は小さ いも のの、 生

育条件の変化によ っては「 絶滅危惧」 種に移行する 要素を有する 種（ 準絶滅危惧） は、 維

管束植物 112 種、 コ ケ植物 5 種と なっていま す。 さ ら に、 県内で既に絶滅と 判定さ れた種

は、 維管束植物が 45 種、 コ ケ植物が 3 種と なっていま す。  

    ま た、 絶滅危惧のいずれかの階級に該当する のは確実と 思われる も のの、 情報不足と し

て判断を見送った種の数は 6 種（ 全て維管束植物） です。  

なお、 環境省が 2019 年度に公表し た全国版レ ッ ド リ ス ト 掲載種のう ち、 本県での生育

状況から は絶滅危険度が小さ いなど と し て愛知県版レ ッ ド リ ス ト ではリ ス ト 外と 判定さ れ

た種およ び本県では評価外と さ れた種は 30 種です。  

  現行の第四次レ ッ ド リ ス ト である 「 レ ッ ド リ ス ト あいち 2020」 掲載種と 比較する と 、

絶滅のおそれのある 種（ 絶滅危惧Ⅰ類及びⅡ類） の数は 27 種増加と なっていま す。 ま

た、 県内では既に絶滅し た種の数は 2 種減少と なっていま す。（ 全て維管束植物）  

 【 絶滅危惧種の代表例】 ヒ ナラ ン（ 維管束植物・ ラ ン科） 絶滅危惧 I A 類［ 絶滅］  

       コ ゴメ カゼク サ（ 維管束植物・ イ ネ科） 絶滅危惧 I A 類［ 絶滅危惧Ⅱ類］  など  

 【 新たな絶滅種】 カンラ ン（ 維管束植物・ ラ ン科）［ 絶滅危惧 I A 類］  

         オオツ ルイ タ ド リ （ 維管束植物・ タ デ科）［ 絶滅危惧 I A 類］  

※［   ］ 内は、 レ ッ ド リ ス ト あいち 2020 の評価区分を示し ていま す。  

 

別添１  
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表１  第五次レ ッ ド リ ス ト （ 植物） 掲載種数 

評価区分 

 

対象 

絶滅 
(E X) 

絶滅のおそれのある 種 

準絶滅
危惧 
(N T) 

情報 
不足 
(DD ) 

計 

国リ ス ト  

絶滅 
危惧 
I A 類 
(CR) 

絶滅 
危惧 
I B 類 
(E N ) 

絶滅 
危惧 
Ⅱ類 
(VU ) 

小計 

環境省 
レ ッ ド  
リ ス ト  
掲載種 

維管束植物 45 
(47) 

115 
(105) 

191 
(175) 

190 
(189) 

496 
(469) 

112 
(111) 

6 
(3) 

659 
(630) 

29 
(28) 

コ ケ植物（ 小計）  3 
(3) 

17 
(17) 

19 
(19) 

24 
(24) 

60 
(60) 

5 
(5) 

0 
(0) 

68 
(68) 

1 
(1) 

セン類 0 
(0) 

16 
(16) 

15 
(15) 

19 
(19) 

50 
(50) 

5 
(5) 

0 
(0) 

55 
(55) 

0 
(0) 

タ イ 類 3 
(3) 

1 
(1) 

4 
(4) 

5 
(5) 

10 
(10) 

0 
(0) 

0 
(0) 

13 
(13) 

1 
(1) 

計 48 
(50) 

132 
(122) 

210 
(194) 

214 
(213) 

556 
(529) 

117 
(116) 

6 
(3) 

727 
(698) 

30 
(29) 

 注 1： 評価区分の詳細については別紙 1 参照 

注 2： 表中の（  ） 内は、「 レ ッ ド リ ス ト あいち 2020」 の掲載種数を 示す。 コ ケ植物（ セン 類・ タ イ 類）

については、 見直し を 行っ ていない。  

注 3： 国リ ス ト と は、 環境省が 2019 年度に公表し たレ ッ ド リ ス ト 掲載種のう ち、 本県のリ ス ト 対象外と

判定さ れた種を 示す。  

 

（ ２ ） 動物 

  第五次レ ッ ド リ ス ト に掲載さ れた動物の種数は、 表 2 のと おり です。  

  第五次レ ッ ド リ ス ト では、 絶滅のおそれのある 種（ 絶滅危惧Ⅰ類及びⅡ類） の数は 398

種であり 、 その内訳は、 哺乳類が 14 種、 鳥類が 79 種、 爬虫類が 1 種、 両生類が 9 種、

汽水・ 淡水魚類が 27 種、 昆虫類が 101 種、 ク モ類が 30 種及び貝類が 137 種と なってい

ま す。 ま た、 現時点での絶滅危険度は小さ いも のの、 生息条件の変化によ っては「 絶滅危

惧」 種に移行する 要素を有する 種（ 準絶滅危惧） の数は 225 種であり 、 その内訳は、 哺乳

類が 11 種、 鳥類が 19 種、 爬虫類が 1 種、 両生類が 5 種、 汽水・ 淡水魚類が 6 種、 昆虫

類が 93 種、 ク モ類が 8 種及び貝類が 82 種と なっていま す。 さ ら に、 県内で既に絶滅と

判定さ れた種の数は 43 種であり 、 その内訳は、 哺乳類が 3 種、 鳥類が 8 種、 昆虫類が 21

種及び貝類が 11 種と なっていま す。  

  ま た、 絶滅危惧のいずれかの階級に該当する 可能性が高いと 思われる も のの、 情報不足

と し て判断を見送った種の数は 98 種であり 、 その内訳は、 哺乳類が 1 種、 爬虫類が 4

種、 汽水・ 淡水魚類が 7 種、 昆虫類が 30 種、 ク モ類が 1 種及び貝類が 55 種と なってい

ま す。  

  国内における 生息状況から 、 本県において保全のための配慮が必要と 考えら れる 特徴的

な個体群（ 地域個体群） は、 哺乳類で 2 個体群、 鳥類で 2 個体群と なっていま す。  

なお、 環境省が 2019 年度に公表し た全国版レ ッ ド リ ス ト 掲載種のう ち、 本県での生息

状況から は絶滅危険度が小さ いなど と し て愛知県版レ ッ ド リ ス ト ではリ ス ト 外と 判定さ れ

た種は 44 種あり ま す。  

現行の第四次レ ッ ド リ ス ト である 「 レ ッ ド リ ス ト あいち 2020」 掲載種と 比較する と 、

絶滅のおそれのある 種の数は 34 種増加し 、 その内訳は、 鳥類が 12 種、 汽水・ 淡水魚類が

1 種及び昆虫類が 21 種増加と なっていま す。 ま た、 県内では既に絶滅し た種の数は 11 種

増加し 、 その内訳は、 鳥類が 5 種及び昆虫類が 7 種増加、 貝類が 1 種減少と なっていま

す。  
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【 絶滅危惧種の代表例】 ツ キノ ワ グマ（ 哺乳類・ ク マ科） 絶滅危惧 I A 類［ 絶滅危惧 I A 類］  

シロ チド リ （ 鳥類・ チド リ 科）（ 繁殖） 絶滅危惧 I B 類［ 絶滅危惧Ⅱ類］  

アカウ ミ ガメ （ 爬虫類・ ウ ミ ガメ 科） 絶滅危惧 I B 類［ 絶滅危惧 I B 類］  

オオサン ショ ウ ウ オ（ 両生類・ オオサン ショ ウ ウ オ科） 絶滅危惧 I B 類［ 絶滅危惧 I B 類］  

キタ ド ジョ ウ （ 汽水・ 淡水魚類・ ド ジョ ウ 科） 絶滅危惧 I A 類 新規掲載 

ゲンゴロ ウ （ 昆虫類・ ゲンゴロ ウ 科） 絶滅危惧 I A 類［ 絶滅危惧 I B 類］  

カタ ハガイ （ 貝類・ イ シガイ 科） 絶滅危惧 I A 類［ 絶滅］   など  

 【 新たな絶滅種】 オオジシギ（ 鳥類・ シギ科）（ 繁殖）［ 絶滅危惧ⅠA 類］  

         コ ヨ シキリ （ 鳥類・ ヨ シキリ 科）（ 繁殖）  新規掲載 

アカハラ （ 鳥類・ ツ グミ 科）（ 繁殖）［ 絶滅危惧ⅠA 類］  

コ マド リ （ 鳥類・ ヒ タ キ科）（ 繁殖）［ 絶滅危惧ⅠA 類］  

ホオアカ（ 鳥類・ ホオジロ 科）（ 繁殖）［ 絶滅危惧ⅠA 類］  

キベリ マルク ビゴミ ムシ（ 昆虫類・ オサムシ科）［ 絶滅危惧ⅠA 類］  

シロ ヘリ ハンミ ョ ウ （ 昆虫類・ オサムシ科）［ 絶滅危惧ⅠB 類］  

コ ハンミ ョ ウ モド キ（ 昆虫類・ オサムシ科）［ 絶滅危惧ⅠB 類］  

オオサカアオゴミ ムシ（ 昆虫類・ オサムシ科）  新規掲載 

エチゴト ッ ク リ ゴミ ムシ（ 昆虫類・ オサムシ科）  新規掲載 

ク ロ モンマグソ コ ガネ（ 昆虫類・ コ ガネムシ科）［ 絶滅危惧ⅠB 類］  

ス ジマグソ コ ガネ（ 昆虫類・ コ ガネムシ科）  新規掲載 

 ※［   ］ 内は、 レ ッ ド リ ス ト あいち 2020 の評価区分を示し ていま す。  
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表２  第五次レ ッ ド リ ス ト （ 動物） 掲載種数 

評価区分 

 

 

対象 

絶滅 
(E X) 

絶滅のおそれのある 種 

準絶滅 
危惧 
(N T) 

情報 
不足 
(DD ) 

計 
地域 

個体群 
(LP) 

国 
リ ス ト  

絶滅 
危惧 

I A 類 
(CR) 

絶滅 
危惧 
I B 類 
(E N ) 

絶滅 
危惧 
Ⅱ類 
(VU ) 

小計 

環境省 
レ ッ ド  
リ ス ト  
掲載種 

哺乳類 3 
(3) 

6 
(6) 

4 
(4) 

4 
(4) 

14 
(14) 

11 
(10) 

1 
(2) 

29 
(29) 

2 
(2) 

0 
(0) 

鳥類 8 
(3) 

14 
(13) 

27 
(25) 

38 
(29) 

79 
(67) 

19 
(17) 

0 
(0) 

106 
(87) 

2 
(2) 

1 
(5) 

爬虫類 0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(1) 

0 
(0) 

1 
(1) 

1 
(1) 

4 
(4) 

6 
(6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

両生類 0 
(0) 

4 
(4) 

4 
(4) 

1 
(1) 

9 
(9) 

5 
(5) 

0 
(0) 

14 
(14) 

0 
(0) 

1 
(1) 

汽水・ 淡水 

魚類 

0 
(0) 

9 
(8) 

9 
(9) 

9 
(9) 

27 
(26) 

6 
(6) 

7 
(7) 

40 
(39) 

0 
(0) 

9 
(9) 

昆虫類 21 
(14) 

38 
(17) 

31 
(31) 

32 
(32) 

101 
(80) 

93 
(90) 

30 
(30) 

245 
(214) 

0 
(0) 

23 
(23) 

ク モ類 0 
(0) 

3 
(3) 

17 
(17) 

10 
(10) 

30 
(30) 

8 
(8) 

1 
(1) 

39 
(39) 

0 
(0) 

0 
(0) 

貝類（ 小計）  11 
(12) 

52 
(53) 

28 
(26) 

57 
(58) 

137 
(137) 

82 
(81) 

55 
(45) 

285 
(275) 

0 
(0) 

10 
(11) 

陸 産 0 
(0) 

6 
(6) 

5 
(5) 

17 
(17) 

28 
(28) 

25 
(25) 

9 
(4) 

62 
(57) 

0 
(0) 

3 
(3) 

淡水産 4 
(5) 

5 
(4) 

0 
(0) 

2 
(2) 

7 
(6) 

4 
(5) 

9 
(5) 

24 
(21) 

0 
(0) 

2 
(2) 

内湾産 7 
(7) 

41 
(43) 

23 
(21) 

38 
(39) 

102 
(103) 

53 
(51) 

37 
(36) 

199 
(197) 

0 
(0) 

5 
(6) 

計 43 
(32) 

126 
(104) 

121 
(117) 

151 
(143) 

398 
(364) 

225 
(218) 

98 
(89) 

764 
(703) 

4 
(4) 

44 
(49) 

 注 1： 評価区分の詳細については別紙 2 参照 

注 2： 表中の（  ） 内は、「 レ ッ ド リ ス ト あいち 2020」 の掲載種数を 示す。 ク モ類については、 見直し

を 行っ ていない。  

注 3： 鳥類については、 評価対象個体群ご と にラ ン ク が異なる 場合は、 最上位の評価区分と し た。  

注 4： 国リ ス ト と は、 環境省が 2019 年度に公表し たレ ッ ド リ ス ト 掲載種のう ち、 本県のリ ス ト 対象外と

判定さ れた種を 示す。  

 

３  今後の対応 

 今回、 見直し を行ったレ ッ ド リ ス ト は、 環境省レ ッ ド リ ス ト と あわせて広く 県民の皆さ ま

への普及啓発を行い、 絶滅のおそれのある 野生動植物の種の保護への理解が深ま る よ う に努

めていき ま す。  

ま た、 国、 県内市町村や庁内関係部局等に配布し 、 開発事業の実施や各種事業計画の策定

等にあたって格別の配慮がなさ れる よ う 求めていき ま す。  
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４  評価方法及び基準 

（ １ ） 植物 

維管束植物については、標本等によ り 、 愛知県に確実に生育し ている（ いた） と 判断さ れ

た種のう ち、 明ら かに絶滅危惧でない普通種、 雑種性植物、 外来種等（ 帰化種、 逸出種（ 園

芸種などと し て人為的に導入さ れた外来種等、移入の疑いが強い種） を除く 種について、愛

知県内に現存する「 個体数」 と 「 集団数」 を集計する と と も に、「 生育環境の減少傾向」「 人

為的圧力の程度」「 地域固有性」 を加えた５ 項目について、 それぞれ表 3 に示す 4 段階で評

価し 、 その総点をその種の評価点と し 、 原則と し て総点 16 以上を絶滅危惧ⅠA 類（ CR）、

14～15 を絶滅危惧ⅠB 類（ E N ）、12～13 を絶滅危惧Ⅱ類（ VU ）、11 を準絶滅危惧（ N T）、

10 以下をリ ス ト 外と 判定し ま し た。  

なお、愛知県ではリ ス ト 外と 判定さ れたも のの、環境省が 2019 年度に公表し た全国版レ

ッ ド リ ス ト に掲載さ れている 種は、 参考のため「 国リ ス ト 」 と し て掲載し ま し た。  

 

表 3 各評価項目の評価基準（ 維管束植物）  

 

（ ２ ） 動物 

標本ある いは文献等によ り 、 愛知県に確実に生息し ている （ いた） と 判断さ れた種のう

ち、意図的・ 非意図的にかかわら ず県内に移入さ れた種及び一過性の確認種を除いて、収集

さ れた情報をも と に、 全国的な分布の状況等を勘案し て総合的に判断・ 評価を行い、 別紙 2

の評価区分基準に従い絶滅のおそれの程度を判定し ま し た。  

鳥類については、 繁殖、 越冬、 通過の時期で評価が異なる こ と から 、 評価対象個体群ごと

に評価を行いま し た。 ま た、 各調査対象個体群について、 愛知県内における「 推定個体数」

「 個体数の増減」「 生息環境の減少傾向」「 推定生息地数」 の４ 項目について、 それぞれ表４

に示す５ 段階で評価し 、 その総点をその種の評価点と し 、 原則と し て総点 28 以上を絶滅危

惧ⅠA 類（ CR）、 22～27 を絶滅危惧ⅠB 類（ EN ）、 16～21 を絶滅危惧Ⅱ類（ VU ）、 10～

15 を準絶滅危惧（ N T） と 判定し ま し た。  

昆虫類のう ちト ンボ目については、 データ の蓄積が比較的豊富である こ と から 、 表５ の

よ う に市町村単位（ 平成の大合併前の旧市町村） での「 現存数」「 絶滅率」 をカテゴリ ーに

当てはめ、 判定し ま し た。  

ま た、「 絶滅」 の評価については、「 過去に確実に生息し ていた種」 と 判断する 文献や標本

の整備状況及び移動能力が分類群毎に異なる こ と から 、 表６ に示す要件によ り 判定し ま し

た。  

なお、愛知県ではリ ス ト 外と 判定さ れたも のの、環境省が 2019 年度に公表し た全国版レ

ッ ド リ ス ト に掲載さ れている 種は、 参考のため「 国リ ス ト 」 と し て掲載し ま し た。  

評価点 

評価項目 

4 3 2 1 

個体数 10 未満 100 未満 1,000 未満 1,000 以上 

集団数 1～2 3～5 6～15 16 以上 

生育環境の減少傾向 著し く 減少 やや減少 増減なし  増加 

人為的圧力（ 開発圧・ 採取圧）  

の程度 

極めて強い 強い あり  なし  

地域固有性 強い やや強い 弱い なし  
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表 4 各評価項目の評価基準（ 鳥類）  

  注１ ： 繁殖の評価に関し ては、 繁殖し ている 雌の推定個体数と する 。  

 

 

表 5 評価基準（ 昆虫類のう ちト ンボ目）  

カテゴリ ー 基準 

絶滅 過去 50 年間信頼でき る 生息情報が得ら れていない。  

絶滅危惧ⅠA 類 絶滅率 80% 以上、 かつ現存数 1 以下 

絶滅危惧ⅠB 類 絶滅率 50% 以上、 かつ現存数 1.5～5 

絶滅危惧Ⅱ類 絶滅率 20% 以上、 かつ現存数 5.5～10 

準絶滅危惧 絶滅率 20% 以上、 かつ現存数 10.5～15 

注１ ： 現存の定義 

 現存     ： 約 10 年以内に現存を 確認し 、 かつ生息環境も 残さ れている 。  

 現存可能性あり ： 約 10 年以内に確認さ れたが、 発生地が不明で、 現存を確認でき ない。 ま たは、 約

10 年以内に現存を確認し ていないが、 生息環境は残さ れている と 推測さ れる 。  

 絶滅     ： 生息環境が破壊さ れており 、 生存の可能性はない、 ま たは極めて低い。  

注２ ： 絶滅率の定義 

 絶滅率＝（（ 記録のある 市町村数） －（ 現存する 市町村数）） ÷（ 記録のある 市町村数）  

  現存する 市町村は 1、 現存の可能性がある 市町村は 0.5、 絶滅し た市町村は 0 と する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

評価点 

評価項目 

8 4 2 1 0 

推定個体数 

(注１ ) 

0 よ り 多く  

10 未満 

100 未満 1,000 未満 10,000 未満 10,000 以上 

個体数の増減 急減し た  

(80% 以上の

減少) 

減少し た  

(50% 程度の

減少) 

減少し た  

(20% 程度の

減少) 

増減なし  増加し た  

生育環境の減少傾向

（ 餌の減少を含む）  

極めて大き い 大き い あり  なし  増加し た  

推定生息地数 県内の生息地

が 2 カ所以下

か、 散在し て

いて 10 未満

のつがいが収

容でき る 程度 

県内の生息地

が 5 カ所以下

か、 散在し て

いて 100 未満

のつがいが収

容でき る 程度 

やや少ない やや多い 多い 
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表 6 過去の生息種の要件 

分 類 群 内   容 

哺 乳 類 縄文時代草創期以降の確認記録がある も の。 一過性の種、 移入種、 後期更新世以

前の化石種は除外。  

鳥  類 継続（ 経年的） 確認記録がある 種。迷行的に記録さ れる 種など 一過性の種は除外。 

爬 虫 類 標本等の確実な生息記録がある 種。  

両 生 類 標本等の確実な生息記録がある 種。  

汽水・ 淡水魚類 標本の確実な生息記録がある 種。  

昆 虫 類 標本等の確実な生息記録がある 種。 隣接県での生息状況も 加味。  

ク  モ 類 標本等の確実な生息記録がある 種。 県内調査記録は 1960 年以降。  

貝  類 標本等の確実な生息記録がある 種。  
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別紙１  愛知県版レ ッ ド リ ス ト （ 植物） の評価区分基準 

 

区分及び基本概念 定性的要件 
準定量的 

要件 

絶 滅 

E xtinct (EX) 

・  

野生絶滅 

Extinct in  the 

W i ld (EW ) 

愛知県ではすでに

絶滅し た と 考え ら

れる 種。  

野生では絶滅し 、飼

育・ 栽培下でのみ存

続し ている 種。  

過去に愛知県に生息し たこ と が確認さ れており ､愛知県において少なく

と も 野生ではすでに絶滅し たと 考えら れる 種（ 飼育・ 栽培下では存続し

ている 種を 含む）。  

【 確実な情報がある も の】  

１  今回の調査や記録によ り 、すでに野生で絶滅し たこ と が確認さ れた。 

【 情報量が少ないも の】  

２  過去35年間前後の間に、 信頼でき る 生息の情報が得ら れていない。  

－ 

 

絶滅危惧Ⅰ類 

Cr i ti cal ly 

E ndangered + 

E ndangered 

(CR+EN ) 

絶滅の危機に瀕し

ている 種。  

現在の状態を も た

ら し た 圧迫要因が

引き 続き 作用する

場合、野生での存続

が困難なも の。  

次のいずれかに該当する 種。  

【 確実な情報がある も の】  

１  既知のすべての個体群で、危機的水準に

ま で減少し ている 。  

２  既知のすべての生息地で、生息条件が著

し く 悪化し ている 。  

３  既知のすべての個体群がその再生産能

力を 上回る 捕獲・ 採取圧にさ ら さ れている 。 

４  ほと んど の分布域に交雑のおそれのあ

る 別種が侵入し ている 。  

【 情報量が少ないも の】  

５  そ れほど 遠く な い過去(10年～35年前

後)の生息記録以後確認情報がなく 、その後

信頼すべき 調査が行われていないため、 絶

滅し たかど う かの判断が困難なも の。  

 

絶滅危惧

ⅠＡ 類 

(CR) 

ご く 近 い 将 来

に お け る 野 生

で の 絶 滅 の 危

険 性 が 極 め て

高いも の。  

表3 の 評価

点 の 合 計

が16以上 

 

絶滅危惧

ⅠＢ 類 

(EN ) 

Ⅰ Ａ 類 ほ ど で

はないが、近い

将 来 に お け る

野 生 で の 絶 滅

の 危 険 性 が 高

いも の。  

表3 の 評価

点 の 合 計

が14～15 

 

絶滅危惧Ⅱ類 

Vu lnerable 

(VU ) 

絶滅の危険が増大

し ている 種。  

現在の状態を も た

ら し た 圧迫要因が

引き 続き 作用する

場合、近い将来「 絶

滅危惧I類」 のラ ン

ク に移行する こ と

が確実と 考え ら れ

る も の。  

次のいずれかに該当する 種 

【 確実な情報がある も の】  

１  大部分の個体群で個体数が大幅に減少し ている 。  

２  大部分の生息地で生息条件が明ら かに悪化し つつある 。  

３  大部分の個体群がその再生産能力を 上回る 捕獲・ 採取圧にさ ら さ れ

ている 。  

４  分布域の相当部分に交雑可能な別種が侵入し ている 。  

表3 の 評価

点 の 合 計

が12～13 

 

準絶滅危惧 

N ear 

Threatened 

(N T) 

存続基盤が脆弱な

種。  

現時点での絶滅危

険度は小さ いが、生

息条件の変化によ

っ ては「 絶滅危惧」

と し て 上位ラ ン ク

に移行する 要素を

有する も の。  

次に該当する 種。  

生息状況の推移から 見て、種の存続への圧迫が強ま っ ている と 判断さ れ

る も の。 具体的には、 分布域の一部において、 次のいずれかの傾向が顕

著であり 、 今後さ ら に進行する おそれがある も の。  

１  個体数が減少し ている 。  

２  生息条件が悪化し ている 。  

３  過度の捕獲・ 採取圧によ る 圧迫を 受けている 。  

４  交雑可能な別種が侵入し ている 。  

表3 の 評価

点 の 合 計

が11 

 

情報不足 

Data  

Deficient 

(DD ) 

「 絶滅」「 絶滅危惧」

「 準絶滅危惧」のい

ずれかに該当する

のは確実と 判断さ

れさ れる が、評価す

る だけ の情報が不

足し ている 種。  

（ 維管束植物）  

文献等によ り 愛知県内に現存する 、ま たはごく 最近ま で現存し ていたこ

と は確実と 判断さ れる が、裏付けと なる 標本が確認でき ず、絶滅のおそ

れの程度について責任ある 評価ができ ない種。ただし 、すでに絶滅し た

と 判断さ れる 種は「 絶滅」 と 評価し た。  

－ 

 

国リ ス ト  

環境省レ ッ ド リ ス ト に記載さ れている が、 愛知県において上記の要件に該当し ない種。  表3 の 評価

点 の 合 計

が10以下 
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別紙２  愛知県版レ ッ ド リ ス ト （ 動物編） の評価区分基準 

 

区分及び基本概念 定性的要件 
準定量的 

要件※ 

絶 滅 

E xtinct (EX) 

・  

野生絶滅 

Extinct in  the 

W i ld (EW ) 

愛知県ではすでに

絶滅し た と 考え ら

れる 種。  

野生では絶滅し 、飼

育・ 栽培下でのみ存

続し ている 種。  

過去に愛知県に生息し たこ と が確認さ れており ､愛知県において少なく と

も 野生ではすでに絶滅し たと 考えら れる 種（ 飼育・ 栽培下では存続し てい

る 種を 含む）。  

【 確実な情報がある も の】  

１  今回の調査や記録によ り 、 すでに野生で絶滅し たこ と が確認さ れた。  

【 情報量が少ないも の】  

２  過去50年間前後の間に、 信頼でき る 生息の情報が得ら れていない。  

－ 

過去50年

間信頼で

き る 生息

情報が得

ら れてい

ない 

 

絶滅危惧Ⅰ類 

Cr i ti cal ly 

E ndangered + 

E ndangered 

(CR+EN ) 

絶滅の危機に瀕し

ている 種。  

現在の状態を も た

ら し た 圧迫要因が

引き 続き 作用する

場合、野生での存続

が困難なも の。  

次のいずれかに該当する 種。  

【 確実な情報がある も の】  

１  既知のすべての個体群で、 危機的水準にま

で減少し ている 。  

２  既知のすべての生息地で、 生息条件が著し

く 悪化し ている 。  

３  既知のすべての個体群がその再生産能力を

上回る 捕獲・ 採取圧にさ ら さ れている 。  

４  ほと んど の分布域に交雑のおそれのある 別

種が侵入し ている 。  

【 情報量が少ないも の】  

５  それほど 遠く ない過去(30年～50年前後)の

生息記録以後確認情報がなく 、その後信頼すべ

き 調査が行われていないため、絶滅し たかど う

かの判断が困難なも の。  

 

絶滅危惧

ⅠＡ 類 

(CR) 

ご く 近い 将来

に おけ る 野生

で の 絶滅の 危

険性が 極め て

高いも の。  

表4 の 評価

点 の 合 計

が28以上 

市 町 村 単

位 で 絶 滅

率 80 ％ 以

上、 かつ現

存数1以下 

 

絶滅危惧

ⅠＢ 類 

(EN ) 

ⅠＡ 類ほ ど で

はないが、近い

将来に おけ る

野生で の 絶滅

の 危険性が 高

いも の。  

表4 の 評価

点 の 合 計

が22～27 

市 町 村 単

位 で 絶 滅

率 50 ％ 以

上、 かつ現

存数1.5～5 

 

絶滅危惧Ⅱ類 

Vu lnerable 

(VU ) 

絶滅の危険が増大

し ている 種。  

現在の状態を も た

ら し た 圧迫要因が

引き 続き 作用する

場合、近い将来「 絶

滅危惧I類」 のラ ン

ク に移行する こ と

が確実と 考え ら れ

る も の。  

次のいずれかに該当する 種 

【 確実な情報がある も の】  

１  大部分の個体群で個体数が大幅に減少し ている 。  

２  大部分の生息地で生息条件が明ら かに悪化し つつある 。  

３  大部分の個体群がその再生産能力を 上回る 捕獲・ 採取圧にさ ら さ れて

いる 。  

４  分布域の相当部分に交雑可能な別種が侵入し ている 。  

表 4 の評

価点の合

計が 16～

21 

市町村単

位で絶滅

率 20％以

上、 かつ

現存数 5.5

～10 

 

準絶滅危惧 

N ear 

Threatened 

(N T) 

存続基盤が脆弱な

種。  

現時点での絶滅危

険度は小さ いが、生

息条件の変化によ

っ ては「 絶滅危惧」

と し て 上位ラ ン ク

に移行する 要素を

有する も の。  

次に該当する 種。  

生息状況の推移から 見て、 種の存続への圧迫が強ま っ ている と 判断さ れる

も の。 具体的には、 分布域の一部において、 次のいずれかの傾向が顕著で

あり 、 今後さ ら に進行する おそれがある も の。  

１  個体数が減少し ている 。  

２  生息条件が悪化し ている 。  

３  過度の捕獲・ 採取圧によ る 圧迫を 受けている 。  

４  交雑可能な別種が侵入し ている 。  

表 4 の評

価点の合

計が 10～

15 

市町村単

位で絶滅

率 20％以

上、 かつ

現存数

10.5～15 

 

情報不足 

Data  

Deficient 

(DD ) 

「 絶滅」「 絶滅危惧」

「 準絶滅危惧」のい

ずれかに該当する

可能性が高いが、評

価する だけ の情報

が不足し ている 種。 

環境条件の変化によ っ て、 容易に絶滅危惧のカテゴリ ーに移行し 得る 属性

（ 具体的には、 次のいずれかの要素） を 有し ている が、 生息状況をはじ め

と し て、 ラ ンク を 判定する に足る 情報が得ら れていない種。 ある いは確認

例が極めて少なく 、 希少である か否かも 不明な種。  

１  ど の生息地においても 生息密度が低く 希少である 。  

２  生息地が極限さ れている 。  

３  生物地理上、孤立し た分布特性を 有する（ 分布域がごく 限ら れた固有種

等）。  

４  生活史の一部ま たは全部で特殊な環境条件を 必要と し ている 。  

－ 

※ 準定量的要件は鳥類（ 上段） 及び昆虫類のト ン ボ目（ 下段） のみ適用。  
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区分 定性的要件 
定量的 

要件 

地域個体群 

Th reatened 

Local   

Popu lation 

(LP) 

その種の国内における 生息状況に鑑み、愛知県において特に保全のための配慮が必要と 考えら

れる 特徴的な個体群。  

－ 

国リ ス ト  環境省レ ッ ド リ ス ト に掲載さ れている が、 愛知県において上記の要件に該当し ない種。  － 

 


